
|機密性2）

事務総局会議（第5回) 議事録

令和7年3月4日（火）午前10時00分 ～ 午前10時28分日時

場所等 総局会議室

氏本事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、染谷経理局長、福田民

事局長兼行政局長、平城刑事局長〈馬渡家庭局長、福島秘書課長兼広報

課長、坂口審議官、榎本デジタル審議官、馬場事務総局参事官

出席者

1 令和7年度外国出張計画について

福島秘書課長説明（資料第1）

2 裁判官の報酬等に関する規則及び司法修習生の修習専念資金の貸与

等に関する規則の一部を改正する規則について

徳岡人事局長説明（資料第2）

議事

h-

、

寺

◎ 裁判官会議付議 2
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結果

秘 書 課 長 福 島 直 之



事務総局会議資料第1

（3月4日開催）

【機密性2】

【配布資料】

令和7年度外国出張計画

最高裁判事

インドネシア、ベトナム

（1）の随行

合計2人

最高裁判事1人

裁判官1人

．

１
１

１
２

１
く
く

判事補海外留学研究（1年） 合計22人

米国×13、英国×2、ドイツ×2、フランス×1、オーストラリア×1、カナダ×2、

ベルギー.×1 裁判官22人

2

行政官長期在外研究（2年） ‐

米国×3、英国×1、ドイツ×1、フランス×1

合計6人

裁判官6人

3

一般職長期在外研究（1年）

米国×2、英国×1、ドイツ×1、オーストラリア×2

合計6人

一般職6人

4

国際会議 合計1人

メルボルン大学アジアローセンター40周年記念シンポジウム（オーストラリア、約3日間）

裁判官1人

5



事務総局会議資料第2
（3月4日開催）

第
一
条

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

◎
最
高
裁
判
所
規
則
第

号

げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ

令
和

年
月

日

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
及
び
司
法
修
習
生
の
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲

（
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
及
び
司
法
修
習
生
の
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

最

高

裁

判

所



対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

（
扶
養
手
当
）

（
扶
養
手
当
）

第
三
条

扶
養
手
当
は
、
扶
養
親
族
の
あ
る
判
事
補
及
び

第
三
条

扶
養
手
当
は
、
扶
養
親
族
の
あ
る
判
事
補
及
び

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
五
号
か
ら
十
七
号

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
五
号
か
ら
十
七
号

ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

に
対
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
第
二
号
か
ら
第

に
対
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
第
一
弓
矧
剰
酬
謂

一
刻
弓
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
第
三

ヨ
剖
司
洲
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養

項
に
お
い
て
「
扶
養
親
族
た
る
父
母
等
」
と
い
う
。
）

親
族
（
第
三
項
に
お
い
て
「
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、

に
係
る
扶
養
手
当
は
、
＃
報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
一
号

剣
矧
圏
詞
」
と
い
う
。
）
に
係
る
扶
養
手
当
は
、
報
酬
法

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改
正
後

改
正
前

二



１
～
到

［
略
］

３
扶
養
手
当
の
月
額
は
、

及
び
二
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補
並
び

に
報
酬
法
別
表
祷
易
裁
判
所
判
事
の
項
五
号
か
ら
七
号

ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

に
対
し
て
は
、
支
給
し
な
い
。

２
扶
養
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で

他
に
生
計
の
途
が
な
く
主
と
し
て
そ
の
裁
判
官
の
扶
養

を
受
け
て
い
る
も
の
を
扶
養
親
族
と
す
る
。

［
削
る
］

養
親
族
（
次
項
に
お
い
て
「
扶
養
親
族
た
る
子
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
一
万
三
千
円
、

扶
養

前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
扶

ゴ
ー
利

［
同
上
］

３
扶
養
手
当
の
月
額
は
、

別
表
判
事
補
の
項
一
号
及
び
二
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬

を
受
け
る
判
事
補
並
び
に
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判

事
の
項
五
号
か
ら
七
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受

け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に
対
し
て
は
、
支
給
し
な
い
。

２
［
同
上
］

副
封
珂
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
六
千
五
百
円
（
報
酬
法

別
表
判
事
補
の
項
三
号
及
び
四
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬

’一
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と

同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父

三



親
族
た
る
父
母
等
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
六
千
五
百

円
（
報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
三
号
及
び
四
号
の
報
酬

月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補
並
び
に
報
酬
法
別
表
簡

易
裁
判
所
判
事
の
項
八
号
及
び
九
号
の
報
酬
月
額
の
報

酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に
あ
っ
て
は
、
三
千
五

百
円
）
剖
計
剖
到
。

４
扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
に
満
十
五
歳
に
達
す
る
日

後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日

以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
が

い
る
場
合
に
お
け
る
扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
千
円
に
当
該
期
間
に
あ
る
当
該

扶
養
親
族
た
る
子
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
同
項
の
規

定
に
よ
る
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。

÷

つ
き
一
万
円
と
す
る
。

４
扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
に
満
十
五
歳
に
達
す
る
日

後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日

以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
こ
の

を
受
け
る
判
事
補
並
び
に
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判

事
の
項
八
号
及
び
九
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
あ
っ
て
は
、
三
千
五
百
円
）
１
Ｊ
訓

い
る
場
合
に
お
け
る
扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
千
円
に
樹
定
期
間
に
あ
る
当
該

扶
養
親
族
た
る
子
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
同
項
の
規

項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）

扶
養
親
族
た
る
子
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
一
人
に

項
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
次
項
に
お
耐
て
「

|型’ に
あ
る
子
が



［
５

略
］

（
裁
判
官
特
別
勤
務
手
当
）

第
十
一
条

判
事
、
報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
一
号
か
ら

十
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補
及
び

報
酬
法
第
十
五
条
に
定
め
る
報
酬
月
額
又
は
報
酬
法
別

表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
一
号
か
ら
十
五
号
ま
で
の
報

酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
が
臨
時
又

は
緊
急
の
必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り

裁
判
所
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律

第
九
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所

の
休
日
（
次
項
に
お
い
て
「
休
日
」
と
い
う
。
）
に
勤

務
を
し
た
場
合
は
、
当
該
裁
判
官
に
は
、
裁
判
官
特
別

定
に
よ
る
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。

［
５

同
上
］

（
裁
判
官
特
別
勤
務
手
当
）

第
十
一
条

判
事
、
報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
一
号
か
ら

十
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補
及
び

報
酬
法
第
十
五
条
に
定
め
る
報
酬
月
額
又
は
報
酬
法
別

表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
一
号
か
ら
十
五
号
ま
で
の
報

酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
が
臨
時
又

は
緊
急
の
必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り

裁
判
所
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律

第
九
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所

の
休
日
（
次
項
に
お
い
て
‐
「
休
日
」
と
い
う
。
）
に
勤

務
し
た
場
合
は
、
当
該
裁
判
官
に
は
、
裁
判
官
特
別
勤

五



勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

〃

２
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
判
事
、
同
項
の
判

4 ［
３

略
］

事
補
及
び

裁
判
官
に
は
、
裁
判
官
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

間
を
除
く
。
）

の
時
間

そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に
よ
り
午
後
十
時
か

ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
（
休
日
に
含
ま
れ
る
時

｡’

務
手
当
を

官
が
し
た
同
項
の
勤
務
は
、
第
一
項
の
勤
務
と
み
な
す

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
第
引
「
項

同
項
の
簡
易
裁
判
所
判
事

支
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判

に
勤
務
を
し
た
場
合
は
、
当
該

が
災
害
へ
の
対
処

の
裁
判
官
特
別
勤

４
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
‐
州

務
手
当
を
支
給
す
る
。

２
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
同
圃
司
の
判
事
補
及

び
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
五
弓
調
ら
十
五

で
の
間
の
噺
詞
呵
に
勤
務
し
た
場
合
は
、
当
該
裁
判
官
に

は
、
裁
判
官
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

［
３

同
上
］

手
当
を
支
給
し
な
い
。

詞
‐
が
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要

号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判

そ
の
引
き
続
く
勤
務
に
係
る
同
項

て
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
た
裁
判
官
に
は
、

に
よ
り
休
日
以
外
の
日
の
午
前
零
時の
裁
判
官
特
別
勤
務

か
ら
銅
Ｊ
訓
五
時
ま

一ハ



一
一
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所

「
’
１
１
１
１
１
１
１
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

一

■

一
判
事

一
報
酬
法
第
十
五
条
に
定
め
る
報
酬
月

一
額
又
は
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判

一
事
の
項
一
号
か
ら
四
号
ま
で
の
報
酬

別
表
第
三
（
第
十
一
条
関
係
）

。
■
■
■
■
■
《
■
■
《
■
■
■
■
《
■
■
■
早
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｑ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
一
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
、
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ｉ

｝

二
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
第
一
項

一|’の
勤
務
を
し
祠
封
場
合

の
勤
務
を
し
た
場
合

第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
第
二
項

区
分

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
１
１
１

裁
判
官
特
別
勤

務
手
当
の
額

九
、
○
○
○
円

凸 一 一 一 一 一 ■■ ー － ｰ ｰ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ー ＝ 一 一 ｰ ■■ ■■ ｰ ｰ 一 一 一 一 一 ＝

－■■!■■・■､■■!■■J■■－ ＝ 一 ｰ － － － －■■ー■■■■■■ー■■■■■■■■＝ ー ー ー ーー ー 司 別
表
第
三

（
第
十
一
条
関
係
）

Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
１
１
０
１
１
１
１
０
１
８
１

［
新
設
］

、

区

分

１
１
１
日
Ｉ
Ｉ
Ｏ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
ｌ
Ｉ

裁
判
官
特
別
勤

務
手
当
の
額

七

＝ ■■ ■■ ー ー ー ■■ 一 ■■ ■■ ー ■■ ー ■■ ■■ ■■ ー ■■ ー ■■ ー ー ■■ ＝ ー ■■ ー ■■ ■■ ■■ ■■ 一 一



1

ローーI■■一一一一■■■■－1■■＝ｰｰーー■■■■■■■■ー■■■■■■■■'■■!ーーーー一一ー－，■■ー~一一ー■■一ーー■■備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
１
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

（
司
法
修
習
生
の
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

9

ー ＝ ■■ ＝ ■■ － － － － － － － ー ＝ ＝ロ■ 一 一 ＝ ＝ ー ー ■■ ■■ ■■ ■■ ー I■■ ■■ ■■ ー ■■ q■■ ■■ ー 一 -

一 一 一 一 一 一 一 ニ ー ー ロ■■ 一 一 ー 一 ｡■■ 一 ー ■■■ ｡■■ ー ー
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一 一 ■■ ■■ ー ■■ 一 ■■ ー ■■

０
１
０
０
０
０
０
１
０
１
０
０
０
０
０
１
６
１
１
１
１
０
１
０
８
８
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
ｌ
Ｉ
ｉ
ｌ

八
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扁

略
一

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
一
号
又
は

二
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る

判
事
補

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項

五
号
か
ら
七
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の

報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

六
、
○
○
○
円

判
事

［
同
上
］

報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
一
号
又
は

二
号
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る

判
事
補

報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項

五
号
か
ら
七
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の

報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事

六
、
○
○
○
円



第
二
条

司
法
修
習
生
の
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を

（
修
習
専
念
資
金
の
額
）

（
修
習
専
念
資
金
の
額
）

第
三
条

［
略
］

第
三
条

［
同
上
］

２
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は

２
［
同
上
］

修
習
専
念
資
金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
司
法
修
習
生
が

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て

、
修
習
専
念
資
金
の
額
の
変
更
を
申
請
し
た
と
き
は
、

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

改
正
後

"

改
正
前

九



第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

修
習
専
念
資
金
の
額
を
一
貸
与
単
位
期
間
に
つ
き
十
二

万
五
千
円
に
変
更
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

三
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
一
条
第
二
項
に
規

十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
一
条
第
二
項
に
規

定
す
る
扶
養
親
族
（
同
圃
急
珂
引
割
訓
回
掲
げ
る
子
を
除

定
す
る
扶
養
親
族
（
同
項
調
斗
釧
司
回
劉
割
引
ｑ
醜
劃
伺
割

く
。
）
が
あ
る
場
合

珂
捌
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
子
を
除
く
。
）
が
あ
る

場
合

［
３
～
６

略
］

［
３
～
６

同
上
］

（
施
行
期
日
）

｡

附

則

一

○



寺

第
二
条

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
裁
判
官

千
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
万
千
五
百
円
」
と
、
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
、
前
項
第
六
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い 「
五

額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に
対
し
て
は
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
五

重
度
心
身
障
害
者
」
と
あ
る
の
は

一ハ

対
し
て
は
、
支
給
せ
ず
、
次
項
第
六
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
係
る
扶
養
手
当
は
、
報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
一
号
か
ら

四
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補
及
び
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
五
号
か
ら
九
号
ま
で
の
報
酬
月

て
は
三
千
円
と
す
る
」
と
す
る
。

の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
対
し
て
は
」
と
あ
る
の
は
「

（
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
扶
養
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

重
度
心
身
障
害
者

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」

／

と
、
同
条
第
三
項
中

二
万
三

一
一

I
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係
規
則
の
整
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
ず
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
関

理
由

凸

I

、

1



【機密性2】

事務総局会議（第6回）議事録

日時 令和7年3月11日（火）午前10時00分 ～ 午前10時07分

場所等 総局会議室

出席者 氏本事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、真鍋経理局総務課長、

福田民事局長兼行政局長、平城刑事局長、馬渡家庭局長、福島秘書課長

兼広報課長、坂口審議官、榎本デジタル審議官、馬場事務総局参事官

1 令和7年における裁判官の視察について

福島秘書課長説明（資料第1）

2 令和7年度高等裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長会同の

開催について

小野寺総務局長説明（資料第2）

3 新裁判官の配置について

小野寺総務局長説明（資料第3）

議事

ひ

結果 ◎ 裁判官会議付議1，2，3

秘 書 課 長 福 島 直 之



事務総局会議資料第1

（3月11日開催）

【配布資料】

令和7年における裁判官の視察について

（憲法週間に伴う最高裁判所判事視察）

裁判官の視察対象庁一覧（案）

視 察 対 象 庁 裁 判 官 管 内 視 察 対 象 庁 裁 判 官管 内

草 野 裁 判 官

尾 島 裁 判 官

広島、山口 安 浪 裁 判 官
東京

広島
(第一小法廷）

松江、鳥取 岡 裁 判 官

東京
(第二小法廷）

千葉 岡 村 裁 判 官 中 村 裁 判．官岡山

｜
’｜’

｜
’

前橋 浦 裁 判 官 長崎 草 野 裁，判 官三
福岡

(第二小法廷）
’
1

新潟 岡 村 裁 判 官 浦 裁 判 官那覇 三

4
林 裁 判 官 渡 辺 裁 判 宮仙台、山形横浜

東京一
(第三小法廷） 仙台

(第三小法廷）
石 兼 裁 判 官 宇 賀 裁 判 宮盛岡甲府

大阪、奈良 石 兼 裁 判 官 秋田、青森 平 木 裁 判 官
大阪

(第三小法廷）
｜
' 札幌
(第二小法廷） ｜

’

林 裁 判 官 釧路 尾 島 裁 判 官大津

安 浪 裁 判 官 高松、徳島 堺 裁 判 官名古屋

高松
(第一小法廷）

名古屋
(第一小法廷）

宮 川 裁 判 官富山 堺 裁 判 官 松山

宮 川 裁 判 官金沢、福井 高知 中 村 裁 判 官



事務総局会議資料第2
（3月11日開催）

機密性2 配布資料

高等裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長会同開催につ

いて（案）

主催 最高裁判所

期日 令和7年6月11日（水）及び12日（木）

場所 最高裁判所

協議事項（1）当面の司法行政上の諸問題について

（2）その他

会同員 高等裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長 合計約80人

日程

１
２

３
４

５
‐

６

9：30 12：00

～

13：00

13：00

～ ～

17：0012：00

最高裁判所長官挨拶

協議

昼食

休憩
協議11日（水）

L

9：30

～

12:00

事務的協議
12日（木）

(事務連絡）



事務総局会議資料第3

（3月11日開催) 【機密性2】

【総局会議配布資料】

裁判官の配置

(下線部分 変更箇所）

第一小法廷

裁 判

裁 判

裁 判

裁 判

裁 判

第二小法廷

裁 判

裁 判

裁 判

裁 判

亮 介

正 晶

徹

美 津 子

愼

安
岡

堺
宮

中

官
官

官
官

官

浪

川

村

今

彦
守

美
明

官
官

官
官

崎
浦

村
島

幸
一一一

岡
尾

和

裁 判 官 高 須 順 一

第三小法廷

裁 判

裁 判

裁 判

裁 判

裁 判

賀
辺

兼
木

宇
林

渡
石

平

也
晴

子
博

洋

理

克
道

惠
公

正

官
官

官
官

官



1機密性2｝

事務総局会議（第7回）議事録

日時 令和7年3月25日（火）午後2時00分 ～ 午後2時03分
。

場所等 総局会議室

出席者 氏本事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、染谷経理局長、福田民

事局長兼行政局長、平城刑事局長、馬渡家庭局長、福島秘書課長兼広報

課長、坂口審議官､ 榎本デジタル審議官、馬場事務総局参事官

令和7年春の藍綬褒章受章者の内定について

徳岡人事局長説明（資料)

議事

L

一

結果 ◎ 裁判官会議報告

秘 書 課 長 福 島 直 之



事務総局会議資料
(3月25日開催）

令和7年春の藍綬褒章受章者名簿

|｜“、｜’
|｜

,’ 功労業務 氏主要経歴

|

’

許1■名


